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【都市機能誘導区域：①  都市拠点】 

 
凡例

行政界

用途地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

鉄道

JR伊東線

伊豆急行線

主要道路

国道135号

県道

バスルート（30本/日以上）

バス停留所

市役所

連絡所

市民病院、救急医療センター

診療所

商業施設

保育園・幼稚園

明確化した拠点からの徒歩圏

　鉄道駅・市役所・連絡所から800m

生活サービスが確保される区域

　医療施設・商業施設から800m

居住誘導区域

都市機能誘導区域
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